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こ
ど
も
家
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庁
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伴
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律
案
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要
旨

本
法
律
案
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
法
の
施
行
に
伴
い
、
児
童
福
祉
法
そ
の
他
の
関
係
法
律
及
び
内
閣
府
設
置
法
そ
の
他
の

行
政
組
織
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

一
、
関
係
法
律
の
整
備

１

関
係
省
庁
か
ら
こ
ど
も
家
庭
庁
に
所
掌
事
務
が
移
管
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
当
該
事
務
に
関
係
す
る
法
律
の
規
定
に
よ

り
関
係
大
臣
が
行
う
権
限
及
び
関
係
省
庁
が
発
す
る
命
令
を
、
そ
れ
ぞ
れ
内
閣
総
理
大
臣
の
権
限
及
び
内
閣
府
令
に
改
め

る
等
の
規
定
の
整
理
を
行
う
。

２

幼
稚
園
、
保
育
所
及
び
認
定
こ
ど
も
園
の
教
育
・
保
育
の
内
容
に
関
す
る
基
準
の
整
合
性
を
制
度
的
に
担
保
す
る
た

め
、
学
校
教
育
法
及
び
児
童
福
祉
法
を
改
正
し
、
文
部
科
学
大
臣
が
幼
稚
園
教
育
要
領
を
定
め
る
に
当
た
り
又
は
内
閣
総

理
大
臣
が
保
育
所
保
育
指
針
を
定
め
る
に
当
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
内
閣
総
理
大
臣
又
は
文
部
科
学
大
臣
に
協
議
す
る
こ
と
と



二

す
る
規
定
を
設
け
る
。

３

１
及
び
２
の
ほ
か
、
内
閣
総
理
大
臣
と
関
係
大
臣
と
の
間
で
事
務
を
調
整
す
る
た
め
に
必
要
な
協
議
に
関
す
る
規
定
を

整
備
す
る
な
ど
、
関
係
法
律
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。

二
、
行
政
組
織
に
関
す
る
法
律
の
整
理

１

内
閣
府
本
府
、
文
部
科
学
省
及
び
厚
生
労
働
省
に
つ
い
て
、
こ
ど
も
家
庭
庁
に
そ
の
権
限
の
一
部
が
移
管
さ
れ
る
こ
と

に
伴
い
、
所
掌
事
務
の
規
定
並
び
に
審
議
会
及
び
特
別
の
機
関
の
規
定
の
整
理
を
行
う
。

２

こ
ど
も
家
庭
庁
の
所
掌
事
務
を
掌
理
す
る
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
を
置
き
、
当
該
大
臣
が
掌
理
す
る
事
務
に
関
す
る
規

定
を
整
理
す
る
。

三
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


